
 

     午後１時３分再開 

議  長（木村喜徳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（木村喜徳君） これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

 佐藤淳君。 

８  番（佐藤 淳君） 補正について何点か質問をさせていただきます。 

 最初に、７５ページ、高齢対策費の扶助費、在宅ねたきり老人等介護慰労手当の減額の

７５４万円の要因と、これは介護慰労金の見直しだということなのですけれども、今後の

見通しですか、その辺についてお願いいたします。 

 それから、７７ページ、医療福祉費、高齢重度心身障害者医療扶助費の増額の１，６５

８万７，０００円の関係についても説明をお願いいたします。 

 それから、８６ページ、老人保健費の２８節の繰出金の１億３，９５９万６，０００円、

これは大分数字が大きいですので、この辺の説明をお願いいたします。 

 それから、８９ページ、合併処理浄化槽設置補助金は、平成１３年度の当初予算のとき

に聞いたのですけれども、平成１２年度２３５基、平成１３年度１５０基という説明だっ

たのですけれども、当然これは増えるだろうと予測していたのですけれども、２，５７３

万４，０００円ほど増えていますけれども、何基でどういったことでこれだけ増えたのか、

またなぜ当初予算でその辺の見通しが立たなかったのかという点についても伺います。 

 それから、９７ページ、金融対策費、２１節の貸付金、中小企業近代化資金預託金、そ

れから中小企業近代化資金預託金の継続と新規の部分についても大分数字が大きいので、

この辺の説明をお願いいたします。 

 それから、１０１ページ、土木費、中・上大塚線街路事業、地上物件補償費の減額の２，

８７８万８，０００円についても説明をお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（木村喜徳君） 健康福祉部長。 

              （健康福祉部長 中易昌司君登壇） 

健康福祉部長（中易昌司君） 歳出の７５ページ、在宅ねたきり老人等介護慰労金についてお答えを

いたします。 

 経緯がありますので、ちょっと長くなりますけれども、よろしくお願いいたします。ま

ず、従来の慰労金につきましては、在宅の６５歳以上のねたきり、または痴呆の高齢者を

１年以上継続して介護している家族などの介護者に支給されるもので、昭和５０年の制度

発足当時から介護者の身体的、精神的負担の軽減を図る意味合いで支給をされておりまし



た。しかし、平成１２年の介護保険の導入に伴い、家族介護の支援は介護保険制度の早期

定着と各種の在宅サービスを利用することにより、介護を必要とする高齢者及び家族が安

心できる在宅介護システムの構築を図る必要が生じたため、国及び県とも平成１２年度末

に要綱の改正を行い、支給対象者を要介護度４または５に相当するものに限定し、範囲を

縮小いたしました。このため、今回、対象人員の減少に伴い、減額したものでございます。

なお、当初予算額は旧要綱により計上し、その後に要綱改正があったため、時期のずれに

よる補正減額であります。 

 なお、歳入の５５ページの上から１０段目の介護慰労金支給事業県補助金のところが連

動しておりますけれども、歳出７５ページの下から３段目の在宅ねたきり老人と介護慰労

金の減額理由は、支給対象者が１８０人から８５人に減少し、９５人分を減額したもので

あります。内訳といたしますと、国庫補助対象者の年額１０万円が３人、県補助対象者の

年額８万円が６０人、市単の対象者が２２人でございます。 

 なお、今後の見通しといたしましては、国及び県の方では、規模を縮小し、最終的には

廃止の方向でございますので、人数的には少なくなるかと思います。しかし、藤岡市の要

綱につきましては、国及び県の補助要綱が廃止になりましても、当分の間、継続をいたし

ますので、人数的には現在の人数が推移するものと思っております。 

 以上でございます。 

議  長（木村喜徳君） 市民環境部長。 

              （市民環境部長 塚越正夫君登壇） 

市民環境部長（塚越正夫君） ご質問にお答えいたします。 

 福祉医療事業で高度重度心身障害者医療扶助費でございますが、これは老人保健法の規

定によりまして、医療を受けるものでございますが、国民年金の施行によりまして１級に

該当する障害者に対象するものでございます。高度重度でございますけれども、県の対象

者が現在４６１名おりまして、市はおりませんが、合わせまして県の対象者となる人が４

６１名となっております。 

 それと、８６ページの老人保健特別会計の繰出金は、非常に大きいわけでございますが、

これは老人医療費の伸びがございます。それと平成１２年度で１億１，６００万円、老人

保健法につきましては精算をしまして、これをまた一般会計に戻すわけでございますけれ

ども、老人保健につきましては、平成１３年度分を平成１４年度に入りまして精算をする

わけでございます。そして、平成１２年度の精算金では先ほどお話ししましたように、１

億１，６００万円ほど一般会計に戻しております。これは、この一時期立てかえるという

ことでございますので、また平成１４年度につきましても約このぐらいの金額が一般会計

の方に戻るのではないかというふうに思っております。 



 それと、８９ページでございますけれども、浄化槽は当初の読みが甘いのではないかと

いうことでございましたが、各市町村とも適切な希望を県が予約するわけでございますけ

れども、藤岡市におきましても前年度対比ということの中では、要望がだんだん増えてき

ておるわけでございます。そういう中で、国の方で県全体の内示が来ますので、なかなか

予算どりの中で満足した基数が申し込めないわけでございます。それに伴いまして、今回

７１基ほど補正をさせていただきまして、これらに対応していきたいということで、また

補正が出ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

議  長（木村喜徳君） 経済部長。 

              （経済部長 中野秀雄君登壇） 

経済部長（中野秀雄君） ９７ページの中小企業設備近代化資金の預託金の減についてご説明申し上

げます。 

 この制度につきましては、融資を行うのは銀行等が行うわけでございますが、この融資

の原資となりますお金を銀行に３分の１無利子で預託をして、それを原資として銀行が各

申請者の企業に貸し付けているわけでございます。この予算につきましては、平成１２年

度以前の継続分５５件に対する預託額、それから平成１２年度上期の実績、それに下期の

実績を見込みまして、６１件で１億６５９万７，０００円を予算計上したものでございま

す。しかしながら、これが平成１３年度を通してきた中で、４７件、７，１４２万５，０

００円で終わってしまったということで、３，５６３万４，０００円の減額をするものと

いうことでございます。 

 次に、新規につきましてでありますが、この予算につきましては平成１２年１０月段階

での過去のデータをもとに見込みを立てたわけでございますが、７件で３，３４５万２，

０００円を予算計上させていただきましたが、実質的には２件の１，４００万円の融資金

額であったということで１，９４６万２，０００円を減額させていただいたということで

ございます。 

 以上でございます。 

議  長（木村喜徳君） 都市建設部長。 

              （都市建設部長 須川良一君登壇） 

都市建設部長（須川良一君） お答えをさせていただきます。 

 １０１ページの中・上大塚線地上物件補償費が２，８７８万８，０００円の減というこ

とでございます。この中・上大塚線につきましては、平成１３年度用地買収を主体に進め

てまいりました。非常にスムーズに来たわけでございますけれども、最後になって南群運

送の移転先が確定しなかったわけです。そういうことで、土地についてはほかのものを買



うということで振り向けたわけでございますけれども、南群運送の移転補償費が来年回し

ということになってしまったわけでございます。平成１４年度には精いっぱい努力をして

まいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

議  長（木村喜徳君） 佐藤淳君。 

８  番（佐藤 淳君） 高齢対策費の関係なのですけれども、いろいろ自治体が見直して東京都な

ども２００２年度には廃止するような方針を打ち出しているようでありますけれども、藤

岡市は継続していっていただけるということなので、ぜひその辺を継続していただけるよ

うにお願いしたいと思います。 

 それから、中小企業設備近代化資金の預託金の関係なのですけれども、これだけ景気が

低迷していますと、この辺の小口資金をかなり利用される方が多いのではないかというふ

うに私は判断していたのですけれども、経済部長の答弁だと、利用する人そのものが減少

しているということになると、この辺の要因というのですか、全くこういう有利な制度が

あるのにもかかわらず利用しない。それほど冷え切っているのかという気はするのですけ

れども、その辺について経済部長はどんな認識を持っているか、いま一度ご答弁をお願い

いたします。 

 それから、中・上大塚線の関係なのですけれども、移転補償費ということなのですが、

これの見通し、それから全体の中・上大塚線の進捗状況、それから今後の見通し、この辺

についていま一度ご答弁をお願いいたします。 

議  長（木村喜徳君） 経済部長。 

経済部長（中野秀雄君） 経済政策という中でのご質問だと思いますが、このことにつきましては、

毎日メディア等で報道しておりますとおり、国を挙げて取り組んでいる中で、なかなかい

いところが見えてこない。藤岡市におきましても、小口融資等を行っておりますが、議会

からも２名の議員が出ておるのですが、これが半年ぐらいなした中で、今まで１０万円ず

つなしていたものを今度は５万円というふうにして少し遅らせてもらいたいとか、そうい

う中で底を打っていない景気の先行きだというふうに関係者の方々からはお伺いしていま

す。今後、どのような対策を打っていけばいいのかわかりませんが、市といたしましては、

小口融資を含めて融資で企業の皆様に資金を提供していくしか今のところはできていない

のが実情であります。 

 以上でございます。 

議  長（木村喜徳君） 都市建設部長。 

都市建設部長（須川良一君） お答えをさせていただきます。 

 南群運送の移転先が確定しなかったということで、補償費の減ということでございます。



それの見通しということでございますけれども、関係者につきましては非常にご理解をし

ていただいています。そういうことで、お互いに話し合いがスムーズに進んでいるわけで

すけれども、確定ができなかったということでございます。それほど先へ行かないうちに

確定していただけるというふうに考えております。 

 それと全体的な見通しでございますけれども、当初の話では５年間で第３工区が延長し

て１，２８０メートルあるわけですけれども、そのうち用地買収をなるべく早くして工事

に入りたかったということで進めております。しかしながら、多少の遅れは出てくるかと

思います。平成１４年、平成１５年は用地買収、その後工事に入りたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

議  長（木村喜徳君） 他にご質疑願います。 

 青栁正敏君。 

１ ４ 番（青栁正敏君） ７５ページ、民生費のことでちょっとお聞きしたいのですけれども、厚生

援護費、２０節扶助費の中で近年難病患者見舞金ということで３３万８，０００円が増額

されているのですけれども、これは患者さんの数が増えたのか。また、難病という病気自

体の認定の枠が広がったのか、この点についてお伺いしたいと思います。 

 それから、７７ページ、公害対策費の中で鮎川水系水質分析委託料が１５万７，０００

円減額になっているのですけれども、この点についてどのような形で減額が生じたのかを

お聞かせ願いたいと思います。 

議  長（木村喜徳君） 健康福祉部長。 

              （健康福祉部長 中易昌司君登壇） 

健康福祉部長（中易昌司君） ７５ページの近年難病患者見舞金についてお答えいたします。 

 これは患者数の変動増でございます。延べ人員が３，２４０人から３，４０９人になり

まして、延べ増が１６９人でございます。実人員に直しますと２７０人から２８４人、増

が１４人でございます。月額２，０００円を支払うわけでございますけれども、パーキン

ソン病ほか４７疾患、合計４８疾患でございます。 

議  長（木村喜徳君） 市民環境部長。 

              （市民環境部長 塚越正夫君登壇） 

市民環境部長（塚越正夫君） ご質問にお答えいたします。 

 １３節の委託料でございますけれども、鮎川水系水質分析委託料１５万７，０００円の

減でございますが、これは入札残でございます。 

議  長（木村喜徳君） 他にご質疑願います。 

 斉藤千枝子君。 



１ １ 番（斉藤千枝子君） １カ所だけお伺いします。８３ページの生活保護事業の扶助費が１，３

５４万円増えているのですけれども、生活保護の方が増えたと見てよろしいのでしょうか。

また、そうでしたらどのような家族形態といいましょうか、年齢的な方が多いのかちょっ

とお伺いします。 

議  長（木村喜徳君） 健康福祉部長。 

              （健康福祉部長 中易昌司君登壇） 

健康福祉部長（中易昌司君） お答えをいたします。 

 まず、生保の受給者の増でございます。人数でいきますと１０２世帯の１２９人から１

１０世帯の１４２人、８世帯の１３人が増額となっております。生活保護につきましては、

８種類ございますけれども、生活扶助の関係が増大となっております。 

 以上でございます。 

議  長（木村喜徳君） 斉藤千枝子君。 

１ １ 番（斉藤千枝子君） すみません。増えた方で結構なのですけれども、年齢的には大体どのく

らいの方が多いでしょうか。 

議  長（木村喜徳君） 健康福祉部長。 

健康福祉部長（中易昌司君） お答えをいたします。 

 ひとり暮らし、または高齢者でございます。 

議  長（木村喜徳君） 他にご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１７号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１７号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第１７号平成１３年度藤岡市一般会計補正予算（第３号）、



本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第１７号は原案のとおり可決されまし

た。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第２１ 議案第１８号 平成１３年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別会計補正 

            予算（第２号） 

     議案第１９号 平成１３年度藤岡市老人保健特別会計補正予算（第２号） 

議  長（木村喜徳君） 日程第２１、議案第１８号平成１３年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別

会計補正予算（第２号）、議案第１９号平成１３年度藤岡市老人保健特別会計補正予算（第

２号）、以上２件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市民環境部長の登壇を願います。 

              （市民環境部長 塚越正夫君登壇） 

市民環境部長（塚越正夫君） 議案第１８号平成１３年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別会計補正

予算（第２号）について、ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、第１条に示したとおり、歳入歳出それぞれ１，０３８万３，０００円を

追加し、総額４４億１，０４５万３，０００円とするものであります。当初予算と比較し

ますと、今回の補正を含め２．９％の伸びとなっております。 

 次に、事項別明細について歳出からご説明申し上げます。第１款総務費では、第１項総

務管理費で４６万９，０００円、第２項徴税費で７４万円を追加。第２款保険給付費では、

第１項療養諸費で１，０８０万３，０００円、第４項出産育児諸費で１，４４０万円、第

５項葬祭諸費で１２５万円をそれぞれ追加。第４款介護納付金では、第１項介護納付金１，

７２７万９，０００円を減額するものであります。 

 続きまして、今回の補正財源となります歳入についてご説明を申し上げます。第１款国

民健康保険税では、第１項国民健康保険税で１，２７８万４，０００円を減額。第２款国

庫支出金では、第１項国庫負担金で４，２４２万１，０００円を減額、第２項国庫補助金

で７４万円を追加。第３款療養給付費交付金では、第１項療養給付費交付金で２，５４７

万２，０００円を追加。第８款繰入金では、第１項他会計繰入金で３，０５５万３，００

０円を追加。第１０款諸収入では、第３項雑入で８８２万３，０００円を追加するもので

あります。 

 続きまして、議案第１９号平成１３年度藤岡市老人保健特別会計補正予算（第２号）に

ついて、ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、第１条に示したとおり、歳入歳出それぞれ４億２８６万９，０００円を



追加し、総額４９億３，８３３万４，０００円とするものであります。当初予算と比較し

ますと、今回の補正を含め１１．９％の伸びとなっております。 

 次に、事項別明細について歳出からご説明申し上げます。第２款医療諸費では、第１項

医療諸費で４億２８６万９，０００円を追加するものであります。 

 続きまして、今回の補正財源なります歳入のご説明を申し上げます。第１款支払基金交

付金では、第１項支払基金交付金で２億１，５７４万３，０００円を追加。第２款国庫支

出金では、第１項国庫負担金で３，２３５万７，０００円を追加。第２項国庫補助金で９

万８，０００円を減額。第３款県支出金では、第１項県負担金で１，５２７万１，０００

円を追加。第４款繰入金では、第１項他会計繰入金で１億３，９５９万６，０００円を追

加するものであります。 

 以上が説明の要旨であります。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

議  長（木村喜徳君） 提案理由の説明が終わりました。 

 議案第１８号平成１３年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）、こ

れより質疑に入ります。ご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１８号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１８号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第１８号平成１３年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別

会計補正予算（第２号）、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第１８号は原案のとおり可決されまし



た。 

 議案第１９号平成１３年度藤岡市老人保健特別会計補正予算（第２号）、これより質疑に

入ります。ご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１９号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１９号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第１９号平成１３年度藤岡市老人保健特別会計補正予算

（第２号）、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第１９号は原案のとおり可決されまし

た。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第２２ 議案第２０号 平成１３年度藤岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計補 

            正予算（第１号） 

議  長（木村喜徳君） 日程第２２、議案第２０号平成１３年度藤岡市住宅新築資金等貸付事業特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。健康福祉部長の登壇を願います。 

              （健康福祉部長 中易昌司君登壇） 

健康福祉部長（中易昌司君） 議案第２０号平成１３年度藤岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号）について、ご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条で示しましたとおり、歳入歳出それぞれ１１万５，０００円を減

額し、総額２，６６２万７，０００円とするものであります。当初予算と比較いたします



と、今回の補正を含め０．４％の減となっております。 

 次に、事項別明細について歳出よりご説明を申し上げます。第１款の公債費では、第２

目の利子償還金で１１万５，０００円を減額するものであります。これは一時借入金の利

子を減額するものであります。 

 続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。第２款の繰入金で１２６万７，００

０円を減額し、第３款の繰越金につきましては、２７４万２，０００円を増額したもので

あります。次に、第４款の諸収入につきましては、１５９万円を減額するものであります。

これは貸付金の元利収入などであります。 

 以上が説明の要旨であります。慎重ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し

上げます。 

議  長（木村喜徳君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２０号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２０号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第２０号平成１３年度藤岡市住宅新築資金等貸付事業特

別会計補正予算（第１号）、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第２０号は原案のとおり可決されまし

た。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第２３ 議案第２１号 平成１３年度藤岡市学校給食センター特別会計補正予算 



            （第２号） 

議  長（木村喜徳君） 日程第２３、議案第２１号平成１３年度藤岡市学校給食センター特別会計

補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。教育部長の登壇を願います。 

              （教育部長 斎藤稔一君登壇） 

教育部長（斎藤稔一君） 議案第２１号平成１３年度藤岡市学校給食センター特別会計補正予算（第

２号）について、ご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条で定めてありますように、歳入歳出それぞれ３２５万５，０００

円を減額し、総額５億４，４４２万４，０００円とするものであります。当初予算に比較

いたしますと、今回の補正を含め２．７％の減となっております。 

 次に、事項別明細について歳出からご説明申し上げます。第１款の総務費では、第１目

学校給食費、総務費の人件費で１５８万６，０００円の減額。第２目小学校運営費の需用

費等で１２４万５，０００円の追加。第３目中学校運営費では、工事請負費等で８０万５，

０００円の減額であります。第２款の事業費では、第１目小学校事業費の賄材料費で３３

万円の追加。第２目中学校事業費では、賄材料費で２４３万９，０００円の減額でありま

す。 

 続きまして、歳入のご説明を申し上げます。第１款の事業収入では、給食費収入で２４

９万３，０００円、第２款の繰入金では、一般会計繰入金で１９６万１，０００円のそれ

ぞれ減額であります。第３款繰越金では、前年度繰越金で１２０万９，０００円の追加。

第４款諸収入では、市預金利子で１万円の減額であります。 

 以上、簡単でありますが、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださるよう

お願い申し上げます。 

議  長（木村喜徳君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

 茂木光雄君。 

９  番（茂木光雄君） 歳入の１５２ページになりますけれども、給食費の滞納繰越分の７０万円

の内訳がどうなっていますか、お尋ねいたします。 

議  長（木村喜徳君） 教育部長。 

              （教育部長 斎藤稔一君登壇） 

教育部長（斎藤稔一君） 茂木議員の質問にお答えをいたします。 

 滞納繰越関係につきましては、ご案内のように、この収入につきましては、事業収入と

いうことで子供たちからの実際の収入ということでとらえておりますが、昨年の決算等で

ご審議をいただいておりますが、この繰越金ということでございます。 



 以上でございます。 

議  長（木村喜徳君） 茂木光雄君。 

９  番（茂木光雄君） これは何人分の、何件とかという詳細は出ないものなのですか。 

議  長（木村喜徳君） 教育部長。 

教育部長（斎藤稔一君） 現在、ここに資料の持ち合わせがございませんので、後ほどお答えします。 

議  長（木村喜徳君） 他にご質疑願います。 

 笠原史嗣君。 

１ ０ 番（笠原史嗣君） １５２ページなのですが、事業収入の中で中学校給食費収入ということで

２９７万２，０００円ほどの減額措置となっているわけなのですけれども、ある程度年度

年度で生徒の数の方も把握しているわけですから、この辺について小学校費の方を見ます

と２２万１，０００円ということで、さほどではないと思うのですが、この減額理由につ

いてご説明をお願いします。 

議  長（木村喜徳君） 教育部長。 

              （教育部長 斎藤稔一君登壇） 

教育部長（斎藤稔一君） 笠原議員の質問にお答えいたします。 

 当初計画でありますと、子供の数を１，９８８名ということで押さえてございます。し

かしながら、その後の子供たちの変動によりまして１４名減となっております。それから、

教職員の関係も含まれておりますが、教職員が当初１５６名を見ておりましたが、１４４

名ということで、実際には１２名の減、そうしたものを積み上げた結果としまして、この

ような数字になっております。 

 以上でございます。 

議  長（木村喜徳君） 他にご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２１号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２１号については委員会付託を省

略することに決しました。 



 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第２１号平成１３年度藤岡市学校給食センター特別会計

補正予算（第２号）、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第２１号は原案のとおり可決されまし

た。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第２４ 議案第２２号 平成１３年度藤岡市下水道事業特別会計補正予算（第３ 

            号） 

議  長（木村喜徳君） 日程第２４、議案第２２号平成１３年度藤岡市下水道事業特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。上下水道部長の登壇を願います。 

              （上下水道部長 荻野廣男君登壇） 

上下水道部長（荻野廣男君） 議案第２２号平成１３年度藤岡市下水道事業特別会計補正予算（第３

号）について、ご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条で示したとおり、歳入歳出それぞれ７，７６４万７，０００円を

減額し、総額１０億３，９３２万円とするものであります。当初予算に比較しますと、今

回の補正を含め１．６％の減とするものであります。 

 次に、第２条地方債の補正でありますが、公共下水道事業外１件の事業費の変更に伴う

ものであります。 

 次に、事項別明細について歳出からご説明申し上げます。第１款の公共下水道費では、

第１目の公共下水道維持管理費の県央処理場維持管理負担金等で１，１４６万５，０００

円の減額。第２目の公共下水道建設費の補償補填及び賠償金等で６，４４６万円の減額。 

 続きまして、今回の補正財源となります歳入の説明を申し上げます。第１款の分担金及

び負担金では３０８万３，０００円を追加。第２款の使用料及び手数料等で４７６万２，

０００円の追加。第３款国庫支出金では２００万円の減額。第５款繰入金では６，７９９

万１，０００円の減額。第８款市債では、公共下水道事業債等で１，４５０万円の減額を

するものであります。 

 以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださるようお願い申し上げます。 

議  長（木村喜徳君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。ご質疑願います。 



 笠原史嗣君。 

１ ０ 番（笠原史嗣君） 歳出の方で公共下水道の１６６ページです。建設費ということで、補正後

の計としまして４億９，０００万円ほどになっているかと思うのですが、年度ある程度や

った中で投資に対しての大体進捗率的なものですか、前年比に対しての伸び率的なものは

実際どのくらいあるのでしょうか。 

議  長（木村喜徳君） 上下水道部長。 

              （上下水道部長 荻野廣男君登壇） 

上下水道部長（荻野廣男君） お答えいたします。 

 公共下水道の管渠の布設につきましては、予定事業どおりのものが現在発注となってご

ざいます。今回の補正減は、県央処理場の維持の負担金、県央処理場の建設の負担金が大

きな要因でございます。また、もう一方の要因としては、補償補填及び賠償金でございま

すが、これは当初予定した箇所が実際には補償費が要らなかったということで、事業とし

ては予定どおり進んでございますが、歳出予算としては必要なかったために、今回減額を

させていただいたものであります。 

議  長（木村喜徳君） 笠原史嗣君。 

１ ０ 番（笠原史嗣君） 大体平成１２年度はどのくらいだったか私も今定かでないのですけれども、

今年度は建設費の方で約５億円弱、来年度の予算もこの後また本議会で出てくるわけです

けれども、下水道の認定区域がもちろんあると思われますけれども、その中で２０何％ぐ

らいなのでしたか。今、大変申しわけないのですけれども、その辺１００％のうちのあと

何パーセントぐらいを、あとどのぐらいの計画で事業予定としてやるのかというのをちょ

っと教えていただきたいと思います。 

議  長（木村喜徳君） 上下水道部長。 

上下水道部長（荻野廣男君） お答えいたします。 

 ２０数％と言っていますが、下水道の普及率であると思います。これが平成１２年度末

においては２３．６％でございます。現在、私どもでは４１７ヘクタールの事業認可を受

けてございます。平成１２年度末では、整備した面積がうち２９０ヘクタールであります。

ですから、４１７分の２９０が既に整備済みということになるわけであります。この４１

７ヘクタールを行っていくのにも、何十億円かの事業費がかかると思っております。ただ、

毎年７ヘクタール、多いときには１０ヘクタールは整備が進んでおりますので、この４１

７ヘクタールはほぼ市街化区域に合致している部分でありますが、逐次整備を進めてまい

りたいと考えております。 

議  長（木村喜徳君） 笠原史嗣君。 

１ ０ 番（笠原史嗣君） ありがとうございます。４１７ヘクタールのうちの約２９０ヘクタールが



今済んでいるということで、今後随時進めるということなのですけれども、どこのところ

かちょっと忘れてしまったのですけれども、公共下水道の投資部分のお金に対して逆に今

合併浄化槽の問題もあると思うのです。逆にそちらの方が投資的には低い費用で済むとい

う話もあるわけなのですけれども、たまたまこの間も環境課の方にお勉強させてもらいに

行かせてもらったときに、この後特定地域の生活排水事業も出てきますけれども、今後例

えば下水道の残りのパーセンテージがちょっと今出てこないのですけれども、約５割以上

は終わっているわけです。その辺について今後それを転換するというわけではないのです

けれども、新たな事業模索としての考え方というのは、下水道課においては今後そういう

部分を研究とか、検討していくのでしょうか。 

議  長（木村喜徳君） 上下水道部長。 

上下水道部長（荻野廣男君） お答えいたします。 

 事業認可を受けて整備をしておる区域が今２９０ヘクタールでございますから、整備率

にすると６９．５、約７０％あります。この４１７ヘクタールがほぼ市街化区域に合致し

ている状況でございますので、これ以上区域を広げるときに今度はどうするかという話に

なってくると思います。その場合には、議員ご指摘のように合併浄化槽を導入する方がよ

り経費としては少なくて済む、あるいは集落排水を行うとか、日野のように特定地域の環

境の浄化槽を納入するとか、いろいろな方法があると思います。これからすべて計画して

いる１，６００ヘクタールを公共下水道でやっていくには、巨額な費用がかかると思いま

すので、今後はいろいろな方法を考えながら、より効果がいく、経費が少なくて済む方法

を検討してまいりたいと今そういうふうに思っております。 

議  長（木村喜徳君） 他にご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２２号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２２号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 



              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第２２号平成１３年度藤岡市下水道事業特別会計補正予

算（第３号）、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第２２号は原案のとおり可決されまし

た。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第２５ 議案第２３号 平成１３年度藤岡市特定地域生活排水処理事業特別会計 

            補正予算（第１号） 

議  長（木村喜徳君） 日程第２５、議案第２３号平成１３年度藤岡市特定地域生活排水処理事業

特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市民環境部長の登壇を願います。 

              （市民環境部長 塚越正夫君登壇） 

市民環境部長（塚越正夫君） 議案第２３号平成１３年度藤岡市特定地域生活排水処理事業特別会計

補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。 

 この補正予算は、浄化槽の設置基数が当初の３４基から２１基に変更したことに伴う補

正予算でございます。今回の補正は、第１条で示したとおり、歳入歳出それぞれ２，１７

８万８，０００円を減額し、総額２，８１９万６，０００円とするものであります。当初

予算と比較いたしますと４３．５％の減となっております。 

 次に、第２条の地方債につきましては、第２表のとおり、変更として特定地域生活排水

処理事業の１件でございます。 

 次に、事項別明細について歳出からご説明申し上げます。第１款の総務費では、臨時職

員の賃金等で９万３，０００円を減額。第２款の施設費では、第１項施設管理費の清掃管

理委託料等で２０３万９，０００円、第２項施設整備費の浄化槽設置工事等で１，９２８

万８，０００円をそれぞれ減額。第３款の公債費では、利子償還金で３６万８，０００円

を減額するものであります。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。第１款の使用料及び手数料では、第１

項使用料の浄化槽使用料で１３１万５，０００円、第２項手数料の浄化槽管理手数料で１

３万５，０００円をそれぞれ減額。第２款の国庫支出金では、浄化槽を設置する場合の国

庫補助金として６４６万５，０００円を減額。第３款の財産収入では、１，０００円を減

額。第４款の繰入金では、一般会計繰入金で２４９万６，０００円を減額。第５款の繰越

金では、繰越金で３７万３，０００円の増額。第６款の諸収入では、附帯工事費で７４万



９，０００円を減額。第７款の市債では、１，１００万円を減額するものであります。 

 以上が説明の要旨であります。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

議  長（木村喜徳君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

 笠原史嗣君。 

１ ０ 番（笠原史嗣君） １７８ページの施設費、合併浄化槽施設整備費というところで約１，９２

０万円ほどの減額補正となっているわけですけれども、これにつきましては、説明のとこ

ろでいいますと、工事請負費の部分が１，９００万円ほど予定されていたよりもかなり少

なくなってしまったという部分だと思うのですけれども、その辺についての要因というも

のをお聞かせ願えればと思います。 

議  長（木村喜徳君） 市民環境部長。 

              （市民環境部長 塚越正夫君登壇） 

市民環境部長（塚越正夫君） ご質問にお答えいたします。 

 ただいまの質問ですが、要するに基数が少なくなったと、３４基当初計画しておったの

ですけれども、２１基になってしまったということでございますが、この事業につきまし

ては、平成１２年度から実施しておりまして、平成１２年度では２０基減りまして、今年

度では今お話ししましたように、３４基予定しておったのですけれども２１基になってし

まったということでございますが、日野地域で当初はいろいろと市民の方々にアンケート

等をとらせていただいてきたわけでございますけれども、今年からこの事業の採択条件と

しますと、２０基以上ということでございます。そういう中で、日野地域におきましては、

今後計画的に年度を追って２０基ぐらいずつ入れていきたいということで、当初希望をと

ってやるという方向からアンケートをとりまして、２０基以上が事業の採択要件でござい

ますので、年度別にやっていきたいということで本年度２１基ということで実施したわけ

でございます。 

 以上でございます。 

議  長（木村喜徳君） 笠原史嗣君。 

１ ０ 番（笠原史嗣君） ありがとうございます。３４基から２１基になってしまったわけというこ

とで、平成１２年度、平成１３年度ということなのですけれども、聞くところによると２

０基を切ってしまうと、今度補助要件の方が切れてしまうような話も聞いておりますので、

なかなか浄化槽の部分に対しての補助事業ということですから、それを合併にするとなる

と住宅周りも全部配管をいじらなければならないわけです。それに対しての各ご家庭の自

己負担的なものというのはかなりその部分が加味されてくるのだと思うのです。説明をや



はり受けていたとしても、全額まだ中には補助されてもらえるのかと思っている人も聞く

ところによるとあるような話も聞いておりますので、日野・高山地区ということでお聞き

していますので、その辺の部分につきまして早急にこちらが進めるという部分ではないと

も思いますので、その辺のある程度誤解のないような形の中で、もう一度やはりその辺を

よく住民の人たちともご理解をもらいながら環境の美化、その辺もぜひとも努めていただ

きたいと思っております。 

 もう１点質問なのですけれども、２０基を割ってしまった場合の、これは特別会計でや

っているわけですけれども、補助金的なものがなくなってくるということですから、その

場合にはもちろん単独事業ということになってくると思うのですけれども、その後もしま

た増えてきたときには、その辺はどうなるのかということをちょっとお聞かせ願いたいの

です。 

議  長（木村喜徳君） 市民環境部長。 

市民環境部長（塚越正夫君） お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、採択条件としますと、２０基以上ということでございますので、

そういうことを計画の中に入れまして、継続的にやっていきたいという考えを持っておる

のですけれども、時と場合によりますと、将来的にも２０基を日野と高山ですから、継続

といっても何十年というわけにはいかないわけでございます。そういう中で、一つの考え

方とすると日野・高山以外にもう少し地域を延ばしていくという必要性もあるか。これは

日野・高山の進捗状況を見てからなのですけれども、２０基の採択条件を満たない場合に

ついては、地域を増やしてやっていくという必要性もあるか。この制度は非常にいい制度

でございまして、環境問題にも取り組むのには高度処理ができますので、水質汚染の原因

のものも、環境破壊されるものも、すべてこの浄化槽で処理されますので、事業の継続を

今後図っていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（木村喜徳君） 笠原史嗣君。 

１ ０ 番（笠原史嗣君） 日野・高山地区ということで、本当に一応地区限定の中でやっていると思

うのですけれども、藤岡市も広いですから、先ほどの中では下水道流域の部分の市街化区

域がある程度策定された中で、その周りがまたあるわけですから、その辺の下のところの

部分もある程度勘案した中で、今後やはり進めていっていただければ、その辺は条例の改

定とか、そういう問題になってくるかと思いますけれども、前向きな形でぜひともその辺

もよく模索しながらやっていただきたいと思います。 

 終わります。 

議  長（木村喜徳君） 他にご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 



議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２３号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２３号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第２３号平成１３年度藤岡市特定地域生活排水処理事業

特別会計補正予算（第１号）、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第２３号は原案のとおり可決されまし

た。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第２６ 議案第２４号 平成１３年度藤岡市水道事業会計補正予算（第３号） 

議  長（木村喜徳君） 日程第２６、議案第２４号平成１３年度藤岡市水道事業会計補正予算（第

３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。上下水道部長の登壇を願います。 

              （上下水道部長 荻野廣男君登壇） 

上下水道部長（荻野廣男君） 議案第２４号平成１３年度藤岡市水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて、ご説明申し上げます。 

 第２条の収益的収入及び支出でありますが、水道事業収益は、３，０１６万１，０００

円の増額であります。内訳は、営業収益では３，０８４万６，０００円の増額、営業外収

益では６８万５，０００円の減額であります。水道事業費用では４５３万６，０００円の

増額であります。内訳は、営業費用では１，３４１万５，０００円の減額。営業外費用で

は１，７９５万１，０００円の増額であります。 

 次に、第３条の資本的収入及び支出でありますが、資本的収入は１，７８８万８，００

０円の増額であります。内訳は、企業債では７００万円の減額、出資金では１４０万１，



０００円の減額、負担金では２，２９９万円の増額、補助金では３００万１，０００円の

減額であります。資本的支出は３，１４０万９，０００円の増額であります。内訳は、八

ッ場ダム建設負担金等では１，７２６万２，０００円の減額、設備改良費では２，５６８

万１，０００円の増額、負担工事費では２，２９９万円の増額であります。なお、資本的

収入が資本的支出額に対して不足する額５億２，３９８万６，０００円につきましては、

過年度損益勘定留保資金３億４，０９０万２，０００円、当年度損益勘定留保資金１億８，

３０８万４，０００円で補填する予定であります。 

 次に、第４条の企業債の補正でありますが、老朽石綿管更新事業及び水源開発施設整備

事業に係る起債の限度額の変更であります。 

 次に、第５条の債務負担行為でありますが、八ッ場ダムの建設に関する基本計画の工期

が変更になったことに伴う期間及び限度額を定めるものであります。 

 次に、第６条では、議会の議決を経なければ流用できない経費について定めたものであ

ります。 

 以上、提案説明といたします。慎重ご審議の上、ご決定くださるようお願い申し上げま

す。 

議  長（木村喜徳君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２４号については、会議規則

第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２４号については委員会付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

議  長（木村喜徳君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第２４号平成１３年度藤岡市水道事業会計補正予算（第

３号）、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 



              （賛成者起立） 

議  長（木村喜徳君） 起立全員であります。よって、議案第２４号は原案のとおり可決されまし

た。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第２７ 議案第２５号 平成１４年度藤岡市一般会計予算 

     議案第２６号 平成１４年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別会計予算 

     議案第２７号 平成１４年度藤岡市老人保健特別会計予算 

     議案第２８号 平成１４年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算 

     議案第２９号 平成１４年度藤岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計予 

            算 

     議案第３０号 平成１４年度藤岡市学校給食センター特別会計予算 

     議案第３１号 平成１４年度藤岡市下水道事業特別会計予算 

     議案第３２号 平成１４年度藤岡市特定地域生活排水処理事業特別会計 

            予算 

     議案第３３号 平成１４年度藤岡市簡易水道事業等特別会計予算 

     議案第３４号 平成１４年度藤岡市水道事業会計予算 

議  長（木村喜徳君） 日程第２７、議案第２５号平成１４年度藤岡市一般会計予算、議案第２６

号平成１４年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別会計予算、議案第２７号平成１４年度藤

岡市老人保健特別会計予算、議案第２８号平成１４年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計

予算、議案第２９号平成１４年度藤岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、議案第３

０号平成１４年度藤岡市学校給食センター特別会計予算、議案第３１号平成１４年度藤岡

市下水道事業特別会計予算、議案第３２号平成１４年度藤岡市特定地域生活排水処理事業

特別会計予算、議案第３３号平成１４年度藤岡市簡易水道事業等特別会計予算、議案第３

４号平成１４年度藤岡市水道事業会計予算、以上１０件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長の登壇を願います。 

              （市長 塚本昭次君登壇） 

市  長（塚本昭次君） ただいま上程されました平成１４年度藤岡市予算についてご説明申し上げ

ます。 

 最近の我が国の経済は、平成１１年春から緩やかながら景気回復の過程をたどっていた

ものの、その足取りは弱く、平成１３年に入ってからは回復局面は短期間にとどまり、政

府は今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針のもとで、経済、財政、

行政、社会など各般にわたりましての構造改革を推進しているところであります。 

 その一方、米国における同時多発テロの発生を契機に世界同時不況のリスクが高まって



おり、我が国においても景気は悪化を続けているところでありますが、デフレ問題への取

り組みなど、政策展開による効果が着実に発現し、加えて米国経済の改善が見込まれるこ

とから、我が国経済は引き続き厳しいながらも低迷を脱し、年度後半には民需中心の回復

に向けて緩やかながら動き出すことを期待されておるところであります。 

 平成１４年度の予算編成に当たりましては、このような状況を踏まえ、財政の健全性に

留意しつつ、それぞれの地域経済の状況をかんがみ、個性ある地方の活性化、循環型社会

の形成、少子・高齢化への対応等の地域の課題に取り組み、住民福祉の向上に努めている

ところであります。 

 藤岡市においても税収は、法人市民税、固定資産税ではわずかながら増収が見込まれて

おりますが、個人市民税は恒久的減税により税収不足の傾向が依然として続いておるとこ

ろでございます。このような厳しい財政状況の中、地方分権にふさわしい簡素で効率的な

行財政を推進するため、事務の簡素化、経費削減などの財政運営に努力してまいりました。

本年度予算におきましては、厳しい財政状況にもかかわらず、藤岡市においても少子・高

齢化が一層進展する中で、社会福祉施策の整備の充実が求められ、かつ都市基盤やあるい

は生活基盤整備とした、遅れている下水道事業、基幹道路整備などを進めていくため、効

率的な財政配分がなされるよう各種施策の選択を行ってまいりました。 

 以上のような考え方をもとに予算編成を行った結果、本年度の一般会計予算総額は２０

２億４，１００万円となり、前年度当初予算より７億５，９００万円の減、前年度比３．

６％の減となりました。 

 それでは、本年度の主な事業や施策について申し上げます。まず第１に、産業の振興に

ついては、商業観光対策でありますが、起業志望者に良好な事務環境を安価に提供する、

ＳＯＨＯオフィスモデル整備事業を引き続き推進し、新規事業者を支援していきます。山

村振興として新山村振興事業により住民の生活水準の向上を図ります。 

 第２に、都市基盤整備としては、北部環状線・中上大塚線第３期部分の工事などを中心

として、市道の道路改良や下水道の拡張及び上水道の石綿管の更新事業を推進してまいり

ます。また、北藤岡駅周辺区画整理事業を推進し、高崎線北藤岡新駅設置に向けた施策を

進めてまいります。 

 第３に、生活環境整備として、河川の水質保全と流域の環境保全のため、合併浄化槽の

設置を推進してまいります。また、藤岡多野衛生センターのし尿処理施設の基幹改修によ

り、安定した処理に努めてまいります。清掃センターでは、ダイオキシン類測定業務の充

実を図り、安全で安心したごみ処理を進めてまいります。 

 第４として、教育・文化の向上については、藤岡市の最大の文化遺産である古墳群や遺

跡を保存し、文化の薫るまちづくりの基礎となる、郷土博物館建設事業では収蔵庫の建設



に着手します。また、多くの市民の念願である市民プールが、子供からお年寄りまで楽し

める健康増進型プールとして平成１４年７月にオープンをいたします。 

 第５といたしまして、市民福祉及び医療の充実でありますが、少子化対策として、次代

の社会を担う子供を安心して生み育てる環境の整備として児童館の建設をし、コミュニテ

ィーづくりに取り組んでまいりたいと思います。また、障害者を初めとしたすべての人が

自立して生き生きと生活し、人と人との交流が深まる地域社会を実現するため、仮称福祉

支援センターを建設し、福祉作業所、デイサービスセンターを開設いたします。また、地

域医療を担う公立藤岡総合病院の外来センターが４月にオープンし、同病院内には救急セ

ンターも設置されることから、医療・保健サービスの飛躍的な充実が期待されるところで

あります。 

 第６といたしまして、市民参加、市民交流については、ボランティア・ＮＰＯ支援事業

として、指導者の育成、情報収集提供等を支援するための指導者育成講座の開催や仮称ボ

ランティア支援センターを開設し、インターネットや情報誌による情報を発信し、提供す

るとともに交流の拠点として機能させていきたい。ＩＴ関係では、引き続き情報技術講習

会を開催し、地域の情報化に積極的に取り組みます。 

 以上が平成１４年度一般会計予算における主要な事務事業の概要であります。また、９

の特別会計についてはそれぞれの所要の措置を講じたものであります。本年は、藤岡市の

行財政改革の年として、行政改革や財政健全化に取り組み、コスト意識を持って施策の効

果や行政の効率性を点検し、市民の目線、生活者の視点で施策の見直しをしていきたいと

ともに、できる限りハードからソフトへの転換を図り、ボランティアやＮＰＯなどの活動

を組み合わせた行政システムを構築していきたい。厳しい経済情勢が長く続く中でもあり

ますが、今後も市民と行政が一体となって藤岡市の発展と市民生活の向上を図っていきた

い所存であります。 

 以上、提案いたしました平成１４年度藤岡市予算に対する私の所信と大綱の説明といた

します。議員各位におかれましては、格段のご配慮とご理解、ご協力を賜りますようお願

いします。 

 なお、詳細については、助役より説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

議  長（木村喜徳君） 助役。 

              （助役 柵木 孝君登壇） 

助  役（柵木 孝君） 続きまして、詳細につきましてご説明申し上げます。 

 予算の総額は、第１条で定めてありますように２０２億４，１００万円で、前年度当初

予算に比較しますと７億５，９００万円、３．６％の減額となっております。 

 次に、第２条の債務負担行為でありますが、第２表のとおり、収蔵庫建設事業費であり



ます。 

 次に、第３条の地方債でありますが、第３表のとおり、プール建設事業外１６件でござ

います。 

 次に、第４条の一時借入金でありますが、借り入れの最高額を２０億円と定めたもので

ございます。 

 それでは、歳入歳出予算について、歳入よりご説明申し上げます。歳入全体の３５．８％

を占める市財政の根幹であります第１款市税では７２億５，０３０万７，０００円を計上

いたしました。この額は、前年度対比で６，１８１万５，０００円、０．９％の増であり

ます。主なものは、個人市民税で１９億９，１１１万９，０００円、法人市民税で７億６

９４万円、固定資産税で３７億６，７１９万２，０００円、市たばこ税で３億４，６６５

万５，０００円、都市計画税で３億３，３０６万円となっております。 

 次に、第２款の地方譲与税では２億３，７３９万１，０００円。 

 次に、第３款の利子割交付金では７，０９７万円。 

 次に、第４款の地方消費税交付金では５億３，７２２万９，０００円。 

 次に、第５款のゴルフ場利用税交付金では１億５，６２９万６，０００円。 

 次に、第６款の自動車取得税交付金では１億５，６３８万２，０００円。 

 次に、第７款の地方特例交付金では２億円。 

 次に、第８款の地方交付税では３２億５，０００万円。 

 次に、第９款の交通安全対策特別交付金では１，３０４万５，０００円。 

 次に、第１０款の分担金及び負担金では４億１８９万５，０００円を計上し、その主な

ものは保育所入所児童運営費負担金であります。 

 次に、第１１款の使用料及び手数料では３億１，４６１万３，０００円を計上し、その

主なものは市営住宅使用料及び清掃手数料であります。 

 次に、第１２款の国庫支出金では１５億６，５３０万１，０００円を、第１３款の県支

出金では１２億１，８４９万７，０００円を計上いたしましたが、いずれも国及び県の法

令に基づく負担金、補助金、委託金でございます。 

 次に、第１４款の財産収入では２，２１８万２，０００円を計上し、その主なものは土

地貸付収入及び各種基金の利子収入であります。 

 次に、第１５款の寄附金では存目として５，０００円。 

 次に、第１６款の繰入金では財政調整基金から１５億１，２０４万７，０００円の取り

崩しを計上。 

 次に、第１７款の繰越金では３，０００万円。 

 次に、第１８款の諸収入では１０億５，３６３万９，０００円を計上し、その主なもの



は各種貸付金の元利収入と国民年金印紙売捌収入であります。 

 次に、第１９款の市債では、適債事業として認められるものは、その制度を活用し、２

２億５，１２０万円を計上いたしました。 

 続きまして、歳出について申し上げます。第１款の議会費では２億５，６５１万４，０

００円を計上いたしました。その中では職員給与は改定分及び昇給分を合わせて計上して

あります。これは各款共通でありますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、第２款の総務費では３１億４，４０４万１，０００円を計上し、プール建設事業、

蛇喰渓谷整備事業、伝統文化保存継承支援事業、みかぼみらい館の管理運営経費等により、

地域の活性化や文化振興の推進を図るほか、ボランティア、ＮＰＯ支援センターの開設に

より、個人・団体を含め、ボランティア、ＮＰＯの相互の情報提供、交流の場の提供を図

りたいと思います。 

 次に、第３款の民生費では５１億４１４万３，０００円を計上し、国民健康保険事業勘

定、介護保険事業勘定等の特別会計繰出金、高齢化対策の諸事業、障害者のための福祉支

援センターの建設、子育て支援のための児童館の建設等、市民福祉の充実と向上を図りた

いと存じます。 

 次に、第４款の衛生費では２２億６，７１０万８，０００円を計上し、多野藤岡医療事

務市町村組合負担金、藤岡新町吉井鬼石環境衛生組合負担金、老朽石綿管布設替え等の水

道事業会計出資金、塵芥車購入費、血液中のダイオキシン類の測定、特定地域生活排水処

理事業特別会計繰出金、合併処理浄化槽設置補助金、そして健康づくり推進のための各種

検診、予防・保健事務など環境対策や快適な生活環境づくりに努力したいと思います。 

 次に、第５款の労働費では３億２，７２６万８，０００円を計上し、勤労者住宅建設資

金、勤労者生活資金貸付に係る預託金等、労働者の生活はもとより労働環境対策にも配慮

したいと思います。 

 次に、第６款の農林水産業費では９億５，１７０万５，０００円を計上し、農業活性化

推進のための各種農業対策補助金、新山村振興事業、藤岡南部地区ほ場整備事業、上落合

土地改良総合整備事業、美土里堰水環境整備事業、各種農道及びかんがい排水整備事業の

ほか、雇用対策の森林環境保全事業、林道整備事業、間伐促進事業等により農林業の振興

に力を注ぎたいと思います。 

 次に、第７款の商工費では５億５，１５３万９，０００円を計上し、産業交流センター

基礎調査、ＳＯＨＯオフィスモデル整備事業、観光施設環境美化事業、中小企業季節資金、

中小企業設備近代化資金の融資促進などにより、商工業及び観光の振興を図りたいと思い

ます。 

 次に、第８款の土木費では２６億１，１２５万６，０００円を計上し、市道１１２号・



１１８号、中上大塚線、緑町線等の幹線道路の整備を進めるとともに、生活道路の新設・

改良、舗装及び側道整備、歩道のバリアフリー対策、そして下水道、北藤岡区画整理事業、

公園緑地の整備により都市基盤の整備を図りたいと思います。 

 次に、第９款の消防費では７億４，５０８万８，０００円を計上し、防火貯水槽、消火

栓の整備と広域組合常備消防費負担金、消防団運営費など、市民が安全で安心して暮らせ

る対策の充実を図りたいと思います。 

 次に、第１０款の教育費では２２億１，１５５万４，０００円を計上し、学校教育では

小・中学校の施設の改修工事、小学校の教育用パソコンの入れ替えに着手することにより、

教育環境の整備を進め、あわせて生活指導員・不登校対策支援員、学校図書館指導員の配

置等により、児童・生徒の健全育成に努めます。また、社会教育については、情報通信技

術講習会を前年度に引き続き開催、そのほか生涯学習及び公民館活動の充実に努め、さら

に文化財保存整備では、七輿の門周辺整備、郷土博物館の収蔵庫建設、毛野国白石丘陵公

園史跡整備などにより、教育文化の振興を図る考えであります。 

 次に、第１１款の災害復旧費、第１２款の公債費、第１３款の諸支出金、第１４款の予

備費につきましては、それぞれ所要の額を計上したものであります。 

 次に、議案第２６号平成１４年度藤岡市国民健康保険事業勘定特別会計予算について、

ご説明申し上げます。 

 予算の総額は、第１条で定めてありますように、歳入歳出それぞれ４２億６，８０１万

２，０００円で、前年度当初予算と比較しますと１，８８８万４，０００円の減額となっ

ております。 

 次に、第２条の一時借入金ですが、借り入れの最高額を２億円と定めたものであります。 

 第３条の歳出予算の流用ですが、保険給付費の各款に計上された予算額に過不足が生じ

た場合には、款内での流用ができるように定めたものであります。 

 歳入歳出予算について、歳入よりご説明申し上げます。第１款の国民健康保険税につき

ましては１７億９，２０２万２，０００円を計上いたしました。 

 次に、第２款の国庫支出金につきましては１４億８，８７３万７，０００円を計上し、

主なものは療養給付費等負担金を１２億１，６９７万２，０００円、調整交付金を２億７，

１７６万５，０００円と見込んでおります。 

 第３款の療養給付費交付金につきましては、６億２，３６２万９，０００円を計上し、

退職被保険者の療養給付費交付金を見込んでおります。 

 第４款の県支出金と第５款の共同事業交付金と第６款の財産収入につきましては、実績

等により所要の額を計上したものであります。 

 次に、第７款の繰入金についてでございますが、２億８，９６２万６，０００円を計上



し、一般会計からの繰入金１億６，７１８万３，０００円、財政調整基金からの繰入金１

億２，２４４万３，０００円であります。 

 次に、第８款の繰越金、第９款諸収入につきましては、それぞれ所要の額を計上したも

のであります。 

 続きまして、歳出について申し上げます。第１款の総務費につきましては、事務費等で

２，８１５万円を計上したものであります。 

 第２款の保険給付費につきましては２８億１，００３万円を計上し、一般被保険者と退

職被保険者の療養給付費と療養費、そして高額医療費、出産育児一時金、葬祭費でありま

す。 

 次に、第３款の老人保健拠出金につきましては１１億７１９万２，０００円を計上し、

国保老人の社会保険診療報酬支払基金への拠出金であります。 

 第４款の介護納付金につきましては、４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者分といた

しまして２億５，２３５万１，０００円を計上するものであります。 

 第５款の共同事業拠出金につきましては４，２９２万４，０００円を計上し、高額療養

費共同事業拠出金であります。 

 次に、第６款の保健事業費につきましては１，７９４万５，０００円を計上し、保健衛

生普及費及び健康づくり推進事業費であります。 

 第７款の基金積立金、第８款の公債費、第９款の諸支出金につきましては、それぞれ所

要の額を計上したものであります。 

 第１０款の予備費につきましては５００万円を計上したものであります。 

 次に、議案第２７号平成１４年度藤岡市老人保健特別会計予算について、ご説明申し上

げます。 

 予算の総額は、第１条で定めてありますように、歳入歳出それぞれ４７億７，９０８万

５，０００円で、前年度当初予算と比較しますと３億６，７４８万５，０００円の増額で、

８．３％の伸びとなっております。 

 歳入歳出予算につきましては、歳入よりご説明申し上げます。第１款の支払基金交付金

につきましては３３億４，５１３万５，０００円を計上し、医療費の７０％相当額となっ

ております。 

 次に、第２款の国庫支出金につきましては９億５，０７８万３，０００円を計上し、医

療費の２０％相当額となっております。 

 第３款の県支出金につきましては２億３，７５６万７，０００円を計上し、医療費の５％

相当額となっております。 

 第４款の繰入金につきましては、一般会計繰入金を２億４，２４９万５，０００円を計



上いたしました。 

 次に、第５款の繰越金、第６款の諸収入につきましては、それぞれ所要の額を計上いた

しました。 

 続きまして、歳出について申し上げます。第１款の総務費につきましては５４３万７，

０００円を計上いたしました。 

 第２款の医療諸費につきましては４７億７，３５４万６，０００円を計上いたしました。 

 次に、第３款の諸支出金、第４款の予備費につきましては、それぞれ所要の額を計上い

たしました。 

 次に、議案第２８号平成１４年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算について、ご説

明申し上げます。 

 予算の総額は、第１条で定めてありますように、歳入歳出それぞれ２３億４，８１７万

４，０００円で、前年度当初予算と比較しますと１億５，１２３万９，０００円の増額と

なり、対前年比６．９％の伸びとなっております。 

 次に、第２条の一時借入金でありますが、借り入れの最高額を２億円と定めたものであ

ります。 

 次に、第３条の歳出予算の流用でありますが、保険給付費の各項に計上された予算額に

過不足が生じた場合に、款内での流用ができるように定めたものであります。 

 それでは、歳入歳出予算について、歳入よりご説明申し上げます。第１款の介護保険料

につきましては３億５，１０４万１，０００円を計上いたしました。これは第１号被保険

者の保険料でありますが、国の特別対策が前年度で終了いたしましたので、本来の必要額

となっております。 

 次に、第２款の分担金及び負担金では１，６３０万１，０００円を計上いたしました。

これは介護認定審査会を多野郡と共同で設置していることによる６町村からの負担金であ

ります。 

 次に、第３款の国庫支出金では５億６，６７７万４，０００円を計上いたしました。主

なものは、介護給付費の２０％を見込んだ国庫負担金４億４，１０４万３，０００円と調

整交付金及び事務費交付金の国庫補助金１億２，５７３万１，０００円であります。 

 次に、第４款の支払基金交付金では７億２，７７２万円を計上いたしました。これは第

２号被保険者の保険料で保険給付費の３３％相当分が支払基金より交付されるものであり

ます。 

 次に、第５款の県支出金では２億７，５６５万２，０００円を計上いたしました。これ

は保険給付費の１２．５％が県より交付されるものであります。 

 次に、第６款の財産収入では３万円を預金利子として計上いたしました。 



 次に、第７款の繰入金では４億９６５万５，０００円を計上いたしました。内訳といた

しましては、一般会計からの繰入金は３億７，１６６万３，０００円で、これは介護給付

費の１２．５％と職員の人件費等であります。また、基金繰入金として介護給付準備基金

からの繰り入れが３，７９９万２，０００円でございます。平成１４年度は介護保険事業

計画の３年目であり、計画では３年目に保険料の不足が生じますので、介護給付費準備基

金から相当額を繰り入れするものであります。 

 次に、第８款の繰越金では１００万円を計上いたしました。 

 次に、第９款の諸収入は所要額を計上いたしました。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。第１款の総務費では１億２，７７８万

２，０００円を計上いたしました。これは職員人件費等で７，９３１万６，０００円と介

護認定費用で４，８４６万６，０００円であります。 

 次に、第２款の保険給付費では２２億５２１万２，０００円を計上いたしました。主な

ものは、介護サービス費の２１億２，４２７万８，０００円で、これはホームヘルプサー

ビス、デイサービスなどの居宅サービス費用、ケアプラン作成費用、そして施設サービス

費用であります。このほか支援サービス費では６，４８６万６，０００円、その他諸費で

４０５万８，０００円、高額介護サービス費等で１，２０１万円となっております。 

 次に、第３款の財政安定化基金拠出金では９９７万５，０００円を計上いたしました。

これは給付費に不足が生じた場合、その資金の貸付を行う県の基金への拠出金であります。 

 次に、第４款の基金積立金、第５款の公債費、第６款諸支出金、第７款の予備費はいず

れも所要の額を計上いたしました。 

 次に、議案第２９号平成１４年度藤岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、

ご説明申し上げます。 

 第１条で定めてありますように、予算の総額は２，６３０万９，０００円で、前年度当

初予算に比較しますと４３万３，０００円の減額で１．６％の減であります。 

 続きまして、歳入歳出予算につきまして歳入よりご説明申し上げます。第１款の県支出

金につきましては４９３万４，０００円を計上し、同事業の実施に伴い、生ずる市町村の

財政負担を軽減するための貸付助成金であります。 

 第２款の繰入金につきましては６７１万９，０００円を計上いたしました。 

 次に、第３款の繰越金につきましては存目として計上したものであります。 

 次に、第４款の諸収入につきましては１，４５５万６，０００円を計上し、貸付金の元

利収入などであります。 

 続きまして、歳出について申し上げます。第１款の公債費につきましては２，６３０万

９，０００円を計上し、元金及び利子の償還金であります。 



 次に、議案第３０号平成１４年度藤岡市学校給食センター特別会計予算について、ご説

明申し上げます。 

 第１条で定めてありますように、予算総額は５億５，４６４万８，０００円で、前年度

当初に比較しますと５０３万７，０００円の０．９％の減となっております。 

 それでは、歳入歳出予算について、歳入よりご説明申し上げます。第１款の事業収入に

つきましては２億９，７００万１，０００円を計上し、内訳は小学校給食費収入１億８，

４６８万６，０００円、中学校給食費収入１億１，２２１万５，０００円であります。 

 次に、第２款の繰入金につきましては、一般会計繰入金として２億５，７５５万７，０

００円を計上したものであります。 

 次に、第３款の繰越金、第４款の諸収入につきましてはそれぞれ所要の額を計上したも

のであります。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。第１款の総務費につきましては２億５，

６３６万２，０００円を計上し、人件費等の運営経費であります。 

 次に、第２款の事業費につきましては２億９，７２８万６，０００円を計上し、年間１

９４日の給食用賄材料費であります。 

 次に、第３款の予備費につきましては、所要の額を計上したものであります。 

 次に、議案第３１号平成１４年度藤岡市下水道事業特別会計予算について、ご説明申し

上げます。 

 第１条で定めてありますように、予算の総額は１４億７４１万４，０００円で、前年度

当初予算に比較しますと３億５，１００万５，０００円の増額で３３％の増であります。 

 次に、第２条の債務負担行為でありますが、第２表のとおり、新立石樋管工事委託費で

あります。 

 次に、第３条の地方債でありますが、第３表のとおり、公共下水道事業の外１件の市債

であります。 

 次に、第４条の一時借入金でありますが、借り入れの最高額を７億円と定めたものであ

ります。 

 続きまして、歳入歳出予算について、歳入よりご説明申し上げます。第１款の分担金及

び負担金につきましては１，３１５万９，０００円を計上し、受益者負担金であります。 

 次に、第２款の使用料及び手数料につきましては１億４，１３７万８，０００円を計上

したものであります。 

 次に、第３款の国庫支出金につきましては２億７，５００万円を計上し、事業の実施に

伴う負担金であります。 

 次に、第４款の県支出金につきましては１５０万円を計上し、事業の実施に伴う補助金



であります。 

 次に、第５款の繰入金につきましては５億１，５６９万４，０００円を計上し、一般会

計繰入金であります。 

 次に、第６款の繰越金につきましては、所要の額を計上したものであります。 

 次に、第７款の諸収入につきましては１，２４８万１，０００円を計上したものであり

ます。 

 次に、第８款の市債につきましては４億４，５２０万円を計上したものであります。 

 続きまして、歳出について申し上げます。第１款の公共下水道費につきましては、９億

４，９６６万１，０００円を計上し、内訳といたしまして維持管理費に１億８３９万７，

０００円、建設費に８億４，１２６万４，０００円であります。維持管理費の主なものと

いたしましては、県央処理場維持管理費負担金等であります。また、建設費の主なものと

いたしましては、工事委託料、工事請負費、水道管及びガス管の地下埋設物の移設補償費

等でございます。 

 次に、第２款の公債費につきましては４億５，６７５万３，０００円を計上したもので

あります。 

 次に、第３款の予備費につきましては、所要の額を計上したものであります。 

 なお、今年度の工事概要といたしましては、北藤岡駅周辺土地区画整理関連として管渠

延長約６３９メートル及び新立石樋管の設置、また市街地の整備では、管渠延長９８１メ

ートル、整備面積約３．９ヘクタール、接続可能地帯１５０戸を、旭町、芦田町、小林、

中栗須地区等で実施する予定であります。 

 次に、議案第３２号平成１４年度藤岡市特定地域生活排水処理事業特別会計予算につい

て、ご説明申し上げます。 

 この予算は、平成１２年度から日野高山地区において地域住民の生活環境とあわせて自

然環境の保全を図っていくことを目的に実施しております事業の特別会計予算でございま

す。 

 予算の総額は、第１条で定めてありますように、歳入歳出それぞれ３，６４１万８，０

００円で、前年度当初予算と比較しますと１，３５６万６，０００円の減額で、２７．１％

の減少となっております。また、本年度の浄化槽の設置予定基数は２４基を見込んでござ

います。 

 次に、第２条の地方債につきましては、第２表のとおり、特定地域生活排水処理事業と

して１，５８０万円でございます。 

 次に、第３条の一時借入金でございますが、借り入れ限度額を４，５００万円と定めて

おります。 



 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。第１款の使用料及び手数料では、第１

項使用料として浄化槽使用者から設置時に人槽当たり３万円のご負担をいただく金額とし

て、３６６万円を計上してございます。第２項の手数料につきましては、浄化槽の保守点

検費用を使用者からいただく金額として２４２万４，０００円を計上してございます。 

 第２款の国庫支出金では、浄化槽を設置する場合の国庫補助金として９３４万円を計上

してございます。 

 第３款の財産収入では、減債基金からの収入として２，０００円を計上してございます。 

 第４款繰入金では、一般会計からの繰入金５０９万円を計上してございます。 

 第５款の繰越金では１０万円を計上してございます。 

 第６款の諸収入では２，０００円を計上してございます。 

 第７款の市債では１，５８０万円を計上してございます。 

 次に、歳出について申し上げます。第１款の総務費では、臨時職員の賃金等で９９万３，

０００円を計上してございます。 

 第２款の施設費では、第１項の施設管理費として６０８万６，０００円、第２項の施設

整備費として浄化槽設置工事費用で２，８２１万２，０００円を計上してございます。 

 第３款の公債費では７２万７，０００円を計上したものでございます。 

 第４款の予備費につきましては、所要の額を計上したものでございます。 

 次に、議案第３３号平成１４年度藤岡市簡易水道事業等特別会計予算について、ご説明

申し上げます。 

 予算の総額は、第１条に定めてありますように、１，６０７万３，０００円で、前年度

当初予算に比較しますと７６６万１，０００円、率にして約９１．１％の増額であります。 

 次に、歳入歳出予算について、歳入よりご説明申し上げます。第１款の分担金及び負担

金では２，０００円を存目として計上いたしました。 

 次に、第２款の使用料及び手数料では７４５万８，０００円を計上し、その主なものは

中倉簡易水道外３簡易水道及び塩平小水道の水道使用料金であります。 

 次に、第３款の繰入金では、一般会計からの繰入金で８５１万１，０００円。 

 第４款の繰越金では１０万円。 

 第５款の諸収入では２，０００円を存目として計上いたしました。 

 続きましては、歳出についてご説明申し上げます。第１款の総務費では、一般管理費で

１，５０７万３，０００円を計上し、その主なものは、各施設の光熱水費、水質検査手数

料及び水源施設改修工事費などであります。 

 次に、第２款の予備費では１００万円を計上いたしました。 

 次に、議案第３４号平成１４年度藤岡市水道事業会計予算について、ご説明申し上げま



す。 

 はじめに、第２条、業務の予定量は、給水戸数２万５００戸、年間総給水量９０７万６，

０００立方メートル、１日平均給水量２万４，８６５立方メートルであります。また、主

な建設改良事業は、老朽石綿管更新事業を行う予定であります。 

 次に、第３条収益的収入及び支出の予定額は、水道事業収益の収入総額として１４億２

７４万４，０００円を見込みました。内訳は、営業収益１３億９，０３８万６，０００円、

営業外収益１，２３５万６，０００円、特別利益２，０００円であります。営業収益の主

なものは、水道料金収入１３億１，０９９万６，０００円、受託工事収益３，８０３万円、

加入金３，９７３万２，０００円であります。また、営業外収益の主なものは、賃貸料１，

０７２万円であります。特別利益は存目として計上いたしました。 

 続きまして、水道事業費用は費用総額として１３億２，７６２万４，０００円を計上い

たしました。内訳は、営業費用９億１２６万１，０００円、営業外費用３億７，３６６万

２，０００円、特別損失２７０万１，０００円、予備費５，０００万円であります。営業

費用の主なものは、原水及び浄水費２億１，１６４万７，０００円、配水及び給水費１億

７，５０７万１，０００円、受託給水工事費５，６０８万４，０００円、業務費５，２４

０万９，０００円、総係費６，１１１万３，０００円、減価償却費３億２，２８５万１，

０００円、資産減耗費２，１８８万６，０００円であります。また、営業外費用の主なも

のは、企業債利息３億４，０７０万２，０００円であり、特別損失の主なものは過年度損

益修正損２７０万円であります。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入の収入総額として５億６１

９万１，０００円を見込みました。その内訳は、企業債３億５４０万円、老朽石綿管更新

事業と水道水源開発施設整備事業費に伴う一般会計からの出資金６，３３３万３，０００

円、負担金では消火栓新設による一般会計の負担金と工事負担金で４，７６６万円、補助

金では水道水源開発施設整備費国庫補助金と老朽石綿管更新事業費国庫補助金で８，９７

９万８，０００円であります。 

 次に、資本的支出は支出総額として１０億７，３０４万７，０００円を計上いたしまし

た。内訳は、水道水源開発施設整備費１億１，１４８万７，０００円、一般拡張費６，３

４１万４，０００円、設備改良費４億６，００７万４，０００円、負担工事費で４，７６

８万円、固定資産購入費２，２２１万６，０００円、企業債の元金償還金３億６，８１７

万６，０００円であります。 

 なお、資本的収入が資本的支出に対して不足する額５億６，６８５万６，０００円は、

過年度損益勘定留保資金２億１，３０２万９，０００円、当年度損益勘定留保資金３億５，

３８２万７，０００円で補填する予定であります。 



 次に、第５条企業債の借り入れ限度額、第６条一時借入金の限度額、第７条議会の議決

を経なければ流用することのできない経費、第８条たな卸資産購入限度額につきましては、

所要の額などを定めたものであります。 

 以上、提案説明といたします。慎重ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上

げます。 

 以上で終わります。 

議  長（木村喜徳君） 提案理由の説明が終わりました。 

 暫時休憩します。 

                                   午後２時５５分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


